
                             

一般競争入札公告 

 

一般競争入札について、次のとおり公告する。 

 

令和７年１１月２１日 

 

 

                          支出負担行為担当官 

                                 東北総合通信局長  新田 隆夫 

 

１ 競争入札に付する事項 

 (1)  件  名  令和７年度 東北総合通信局 照明ＬＥＤ化変更等請負 

(2)  契約内容    仕様書のとおり 

 (3)   契約期間    契約の日から令和８年３月３１日まで 

 (4)  入札方法  本調達は、電子調達システムを利用した応札及び入開札手続により実施するものと

する。ただし、「紙」による入札書等の提出も可能とする。 

          

２ 競争入札に参加する者に必要な資格 

 (1)  予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人及び被補

助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別な理由がある場合

に該当する。 

(2)  予算決算及び会計令第71 条の規定に該当しない者であること。 

 (3)  令和７・８・９年度総務省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」又は「役務の提供等」のＡ、Ｂ又

はＣ等級に格付された東北地域の競争参加資格を有する者であること。 

(4)  総務省及び他府省等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこ

と。ただし、複数の省庁等が処分を行った場合には、原則、最も早期に処分を行った省庁等の期間

についてのみ当該者の入札参加を認めない。 

(5)  下記３(1)により入札説明書の交付を受けた者であること。 

(6)  暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。 

 

３ 入札者に求められる義務 

(1) 入札説明書の入手 

      入札に参加しようとする者は、次のいずれかの方法により入札説明書の交付を受けなければなら

ない。 

ア 電子調達システム・・・誰でも容易にダウンロードできるので、極力これによること。 

イ 直接受取による取得・・・事前に電話等で受取日時を調整した上で来局すること。 

  （ア）交付場所 東北総合通信局 総務部財務課 資材係（以下「主管係」という。） 

           仙台市青葉区本町三丁目２番２３号 仙台第２合同庁舎１２階 

電話：０２２-２２１-０６１９ 

  （イ）交付期間 本件入札公告の日から令和７年１２月５日(金)１６時までの下記の時間 

           ９時３０分～１２時及び１３時～１７時 (閉庁日を除く。) 

(2) 入札説明会への参加 

入札に参加しようとする者は、次により開催する入札説明会に参加しなければならない。 

ア 開催期間 

令和７年１１月２５日（火）１０時から１２月５日（金）１６時までの間（閉庁日及び１２時 

～１３時を除く。）の１時間程度とするので、事前に主管係（電話：０２２－２２１－０６１９） 

へ希望日時を連絡し、同係が指定した日時に来局すること。 



イ 会場 

      仙台第２合同庁舎内 

  ウ 資料 

     参加者は、当局が示した入札説明書や仕様書等をプリントアウトの上、持参すること。 

(3) 入札参加申込み 

入札に参加しようとする者は、令和７年１２月９日(火)１４時までに入札参加申込みを行うこと。 

ア 電子調達システムによる申込み 

手続の詳細は、入札説明書を参照のこと。 

イ 文書による申込み 

（ア）提出書類（各１通） 

    ・入札説明書で示す「入札参加申込書」   

    ・上記２(3)に係る「競争参加資格審査結果通知書」の写し 

・振込口座届（電子事業者以外） 

・下見積書  

  （イ）提出場所 

      主管係 

   

４ 入札及び開札の日時並びに場所 

  (1) 日時 令和７年１２月１２日(金) １１時 

 (2) 場所 東北総合通信局 １４階会議室 

 

５ 契約手続において使用する言語及び通貨 

     日本語及び日本国通貨に限る。 

 

６ 入札保証金及び契約保証金 

   免除 

 

７ 契約書作成の要否 

     要 

 

８ 入札の無効 

   本公告に関する競争参加資格のない者の行った入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効

とする。 

 

９ 落札者の決定方法 

     予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行った者を落札者とする。 

 

10 入札書の記載方法 

     落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算

した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札

価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

11 その他 

    その他詳細については、入札説明書による。 

   


